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2022 年 11 月 10 日(木) 

<保護者の方々にも読んでいただきましょう> 

『Beyond KUSS , 2023! !』など進路課が発信する情報の一部を HP に掲載しています。 

 自分と向き合うことができていますか   

10 月末に進路意向調査、共通テスト模試の自己採点提出を連絡しました。残念ながら両

方とも 20 名以上が提出できていません (11/9、17 時段階)。進路意向調査、全員に再回答する

よう連絡しています。いろいろな理由があると思いますが、自分と向き合うことができて

いない、冷静に対応できていない状態ではないでしょうか。  

これから一般選抜の出願を決定する重要な時期になります。大切な判断をしなければな

らない時、トラブルに遭遇する可能性があります。すでに 9 回生の 7 割近い人が成年年齢

に達しています。家族、友だち、先生方と十分にコミュニケーションをとり、落ち着いて

自分と向き合い、最適な判断ができるようにしましょう。  

 

 第 5 回進路希望調査集計   

春学期末に実施した第 4 回進路希望調査より、未回答が 20 名増えています。しかし、京

都大学･神戸大学・東京大学希望はほぼ同数です。大阪大学希望は 5 名減少しています。9

回生の調査で、初めて京都大学希望者が最多になりました。京都大学の学部単位の希望者

は前回と同じ数です。  

これまでは｢志望校｣でした。これからは｢出願校｣を検討する時期になります。｢志望校｣が

｢出願校｣になるよう、最後の瞬間まで歩みを進めましょう。受験学力の基盤を大きく強固

なものにし、共通テスト、個別学力検査(二次試験)で飛躍しましょう。  

実質競争率が 1 倍を上回れば不合格者が発生します。実質競争率が 2 倍を上回れば合格

者より不合格者の方が多くなります。実質競争率が 1 倍を下回れば不合格者はいません。 

進路意向調査で｢どんな進学先であれ現役で進学する｣ことを希望するみなさん、実質競

争率 1 倍を下回る大学・学部・学科はたくさんあります。それらに出願・受験・進学する

のでしょうか。今の自分としっかり向き合い、将来の自分の姿をイメージしてください。

卒業後のステージを決めるのはみなさん自身です。   
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『Beyond KUSS , 2023! !』など進路課が発信する情報の一部を HP に掲載しています。 

 共通テスト模試自己採点集計結果   

前回の自己採点未回答者は 7 名でしたが、今回の未回答者は 20 名以上います。  

共通テスト模試、自己採点はすぐにできます。自己採点することで、自身の理解の度合い

を把握し、今後の学習に役立てましょう。共通テストまで 9 週間と少し、塾頼み、他者頼

みの学習と、自分の不得意・弱点を解決するため主体的に取り組む学習では、実力定着・

上昇に差が生じることは多々あります。  

共通テスト本番でも自己採点を行います。共通テスト後の自己採点は、共通テスト終了段

階での自分の位置を把握し、二次試験に向けて必要な学習を考えるための材料になります。

｢自己採点の結果をみて、出願校を考える｣という言葉には要注意です。｢志望校｣を｢出願

校｣にするため、自己採点をしてください。  

自己採点は、その時の自分の状況を正確に理解し、次に向けての手立てを考える材料です。 

 

 調査書発行等に関する連絡   

1 特別選抜校内締切日時  日程に余裕をもち、事前に担任に相談してください。  

2 一般選抜調査書発行予定  日程に余裕をもち、事前に担任に相談してください。  

★  出願期間の初日が含まれる期間  ★  校内締切日時(申込用紙を担任に提出) 

12 月 17 日 (土 )～12 月 31 日 (土 )  11 月 17 日 (木 )17 時 

1 月 1 日 ( 日 )～1 月 3 1 日 (火 )  12 月 15 日 (木 )17 時 

2 月 1 日 ( 水 )～2 月 2 8 日 (火 )  1 月 1 3 日 (金 ) 1 7 時 

★  調査書発行申込用紙提出  12 月 1 日(木)7 限 LHR 時  

◆  申込用紙提出後に変更がある場合、担任に申し出て修正が必要  

★  調査書発行予定  担任から手渡す日  

(1) 私立大学出願に必要な調査書  12 月 23 日(金)LHR 時  

(2) 国公立大学出願に必要な調査書  1 月 16 日(月)自己採点時  

◆  調査書受取後に変更がある場合、担任に申し出て修正が必要。学校が対外的に証明・

発行する文書のため手続が不適切な場合、無効になる場合あり 
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